
【 寄 付 金 募 集 要 項 】 

～『佐平館』の再建のために～ 

 

 

 

 

 

 

ご寄付の方法について 

（1） 直接現金を園へ寄付金をご持参いただく方 

木更津社会館保育園または社会館吾妻保育園の事務所へ『寄付金申込書』と併せて

寄付金をご持参ください。行事等でご対応できない時間もございますので、お越しの

前に園へご一報いただけますとありがたいです。 

（2）お振込みの方 

◆以下の①②いずれかの方法で、お申し込みください。 

① QR コードにてのお申込み…右 QR コードにて 

お申し込みください。 

 

② 所定の様式にてのお申込み…『寄付金申込書』をご記入の上、以下のア～ウ

いずれかの方法にてお送りください。（ 『寄付金申込書』はこちら） 

ア） メール ： kisa.hoiku2023@gmail.com 

イ） FAX ： ０４３８－２２－３６８７（木更津社会館保育園 宮﨑宛） 

ウ） 郵送 ： 〒292-0831  

千葉県木更津市富士見３-８-３ 木更津社会館保育園 宛 

◆下記の口座へお振り込みをお願いいたします。 

<お振込み口座> 

 ・ 銀行口座名義： ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｷｻﾗﾂﾞﾀｲｼｮｳｶｲ  ﾘｼﾞﾁｮｳ ｱﾂﾞ ｼﾞｮｴｲ 

社会福祉法人木更津大正会   理事長 吾津 恕榮 

 ・金融機関名：千葉信用金庫 （普通預金） ・支店名：中央支店 

・店番：１２１  ・口座番号：７３５４０８８ 

 

◎大変恐縮ですが、振込手数料のご負担も合わせてお願いいたします。 

◎お申し込みのお名前（寄付者氏名・団体名）でご入金をお願いします。 

＜ 概  要 ＞ 

◦目標額 ： 15,000,000 円 

◦使途 ： 森の保育拠点『佐平館』の柱・桁・屋根の竣工費に充当させて頂きます。 

◦募集期間 ： 令和 8 年 6 月３0 日まで 

◦寄付金一口金額 ： 一口 5,000 円から 
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（2） 寄付金に対する税制上の優遇措置 

 ・個人の場合、所得税と住民税が優遇されます。法人の場合、寄付金の一部または 

全部が損金算入に出来ますので、法人税等が優遇されます。 

  ・詳細については、各税務署もしくは各市役所、区役所の課税課までご相談くだ 

さい。 

・税金控除の手続きに必要な受領書は、希望される方へ発行しております。寄付金 

申込書 へその旨ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇お問い合わせ先◇ 

佐平館復興プロジェクト 事務局 （担当者：社会館園長 宮﨑 際） 

〒２９２ー０８３１  

千葉県木更津市富士見３丁目 8 番 3 号 （福）木更津大正会 事務所 

ＴＥＬ（０４３８）２２ー３６５９／ＦＡＸ（０４３８）２２－３６８７ 

メール：kisa.hoiku2023@gmail.com 


